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君
が
代
斉
唱
命
令
に
関
す
る
質
問
主
意
書

学
校
行
事
に
お
い
て
、
国
旗
に
向
か
っ
て
起
立
、
君
が
代
斉
唱
を
教
職
員
に
指
示
し
た
学
校
長
の
職
務
命
令
に
つ
い
て
、
憲

法
第
十
九
条
の
保
障
す
る
思
想
、
良
心
の
自
由
に
反
し
違
憲
で
あ
る
と
し
て
争
わ
れ
た
訴
訟
の
上
告
判
決
で
、
今
月
六
日
、
最

高
裁
第
一
小
法
廷
は
、
先
月
三
十
日
の
第
二
小
法
廷
判
決
に
続
き
合
憲
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
原

告
ら
の
歴
史
観
や
世
界
観
に
基
づ
か
な
い
行
動
を
求
め
る
点
で
は
間
接
的
に
制
約
す
る
」
と
一
定
の
理
解
を
示
す
一
方
、
「
教

育
上
の
行
事
に
ふ
さ
わ
し
い
秩
序
の
確
保
と
式
典
の
円
滑
な
進
行
を
図
る
も
の
」
と
し
、
目
的
、
内
容
、
制
約
の
態
様
を
総
合

的
に
比
較
す
れ
ば
、
制
約
に
お
い
て
許
容
で
き
る
程
度
の
必
要
性
、
合
理
性
が
あ
る
と
し
た
。

忘
れ
も
し
な
い
。
一
昨
年
八
月
八
日
、
時
恰
も
衆
議
院
総
選
挙
の
最
中
、
鹿
児
島
県
の
民
主
党
候
補
者
が
開
催
し
た
集
会
に

お
い
て
、
二
枚
の
日
の
丸
を
切
り
裂
き
上
下
に
繋
ぎ
合
わ
せ
た
旗
印
が
ス
テ
ー
ジ
上
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
当
時
の
民
主
党
鳩

山
代
表
は
、
国
旗
を
切
り
裂
い
た
こ
と
を
問
題
に
せ
ず
、
党
旗
の
方
が
国
旗
よ
り
も
優
先
す
る
旨
の
謝
罪
を
し
た
こ
と
は
記
憶

に
新
し
い
。
当
時
の
民
主
党
大
会
で
は
、
日
の
丸
掲
揚
も
国
歌
斉
唱
も
な
く
、
国
旗
・
国
歌
を
排
撃
す
る
こ
と
は
「
我
が
国
及

び
国
民
を
重
ん
じ
る
こ
と
は
必
要
な
し
」
と
言
う
に
等
し
い
。
こ
の
よ
う
に
、
何
故
に
国
旗
・
国
歌
に
抗
う
の
か
。
そ
の
背
景

を
炙
り
出
す
の
に
時
間
は
か
か
ら
な
い
。
民
主
党
は
、
国
家
及
び
社
会
秩
序
の
解
体
を
目
的
と
し
た
反
日
の
姿
勢
を
と
る
日
教

一



組
の
支
持
を
得
た
い
が
た
め
の
行
動
な
の
で
あ
る
。

今
夏
全
国
で
採
択
さ
れ
る
歴
史
・
公
民
の
中
学
校
教
科
書
で
は
、
大
半
が
自
衛
隊
を
違
憲
と
教
え
、
拉
致
問
題
を
毅
然
と
教

え
な
い
、
竹
島
や
尖
閣
諸
島
、
国
旗
・
国
歌
を
教
え
な
い
内
容
が
店
先
に
並
び
、
目
を
覆
う
状
況
で
あ
る
。
民
主
党
政
策
集
Ｉ

Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｘ
二
〇
〇
九
で
は
、
地
方
の
教
育
委
員
会
を
発
展
的
に
改
組
し
た
「
教
育
監
査
委
員
会
」
を
創
設
、
学
習
内
容
・
学
校

運
営
を
現
場
の
判
断
で
決
定
、
教
科
書
採
択
に
あ
た
っ
て
は
、
学
校
単
位
へ
と
採
択
の
範
囲
を
段
階
的
に
移
行
す
る
旨
あ
る
。

教
育
行
政
の
責
任
は
教
育
委
員
会
で
は
な
く
、
首
長
が
行
い
、
教
科
書
は
学
校
単
位
で
選
択
し
、
学
習
指
導
要
領
は
、
学
校
現

場
で
判
断
す
る
と
し
て
お
り
、
国
旗
・
国
歌
法
案
に
反
対
し
た
日
教
組
が
教
育
全
般
を
担
う
こ
と
に
等
し
い
。

教
育
は
国
家
百
年
の
計
で
あ
る
。
平
成
十
八
年
自
公
政
権
時
の
発
足
後
間
も
な
い
安
倍
内
閣
は
、
教
育
基
本
法
改
正
を
直
ち

に
実
行
し
た
が
、
豊
か
な
人
間
性
と
創
造
性
を
育
む
た
め
、
先
達
が
営
々
と
築
い
て
き
た
美
し
い
自
然
、
文
化
、
伝
統
を
後
世

に
伝
承
し
て
い
く
こ
と
が
教
育
の
使
命
で
あ
り
、
私
た
ち
が
百
年
後
に
、
あ
の
時
が
ま
さ
に
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
と

感
謝
さ
れ
る
よ
う
な
時
代
を
築
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

教
育
現
場
に
お
い
て
は
、
由
緒
正
し
き
教
育
の
原
点
に
起
ち
返
り
、
国
旗
・
国
歌
が
我
が
国
の
長
い
歴
史
と
文
化
・
伝
統
に

育
ま
れ
た
象
徴
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
に
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
と
矜
持
を
抱
い
て
も
ら
え
る
教
育
の
確
立
が
最
も
重
要
と
考

二



え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

今
回
、
最
高
裁
第
一
小
法
廷
が
、
先
月
三
十
日
の
第
二
小
法
廷
判
決
に
続
き
合
憲
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
た
こ
と
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

二

一
に
関
連
し
、
最
高
裁
第
一
小
法
廷
は
「
教
育
上
の
行
事
に
ふ
さ
わ
し
い
秩
序
の
確
保
と
式
典
の
円
滑
な
進
行
を
図
る
も

の
」
と
し
、
目
的
、
内
容
、
制
約
の
態
様
を
総
合
的
に
比
較
す
れ
ば
、
制
約
に
お
い
て
許
容
で
き
る
程
度
の
必
要
性
、
合
理

性
が
あ
る
と
し
た
が
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

三

一
昨
年
八
月
八
日
、
時
恰
も
衆
議
院
総
選
挙
の
最
中
、
鹿
児
島
県
の
民
主
党
候
補
者
が
開
催
し
た
集
会
に
お
い
て
、
二
枚

の
日
の
丸
を
切
り
裂
き
上
下
に
繋
ぎ
合
わ
せ
た
旗
印
が
ス
テ
ー
ジ
上
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
時
は
過
ぎ
た

が
、
ど
の
よ
う
に
反
省
し
て
い
る
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

四

三
に
関
連
し
、
当
時
の
民
主
党
大
会
で
は
、
日
の
丸
掲
揚
も
国
歌
斉
唱
も
な
く
、
国
旗
・
国
歌
を
排
撃
す
る
こ
と
は
「
我

が
国
及
び
国
民
を
重
ん
じ
る
こ
と
は
必
要
な
し
」
と
言
う
に
等
し
い
と
考
え
る
が
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

五

今
夏
全
国
で
採
択
さ
れ
る
歴
史
・
公
民
の
中
学
校
教
科
書
で
は
、
大
半
が
自
衛
隊
を
違
憲
と
教
え
、
拉
致
問
題
を
毅
然
と

三



教
え
な
い
、
竹
島
や
尖
閣
諸
島
、
国
旗
・
国
歌
を
教
え
な
い
自
虐
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る

の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

六

民
主
党
政
策
集
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｘ
二
〇
〇
九
で
は
、
地
方
の
教
育
委
員
会
を
発
展
的
に
改
組
し
た
「
教
育
監
査
委
員
会
」
を
創

設
、
学
習
内
容
・
学
校
運
営
を
現
場
の
判
断
で
決
定
、
教
科
書
採
択
に
あ
た
っ
て
は
、
学
校
単
位
へ
と
採
択
の
範
囲
を
段
階

的
に
移
行
す
る
旨
あ
る
。
教
育
行
政
の
責
任
は
教
育
委
員
会
で
は
な
く
、
首
長
が
行
い
、
教
科
書
は
学
校
単
位
で
選
択
し
、

学
習
指
導
要
領
は
、
学
校
現
場
で
判
断
す
る
と
し
て
お
り
、
国
旗
・
国
歌
法
案
に
反
対
し
た
日
教
組
が
教
育
全
般
を
担
う
こ

と
に
等
し
い
と
考
え
る
が
、
今
後
も
こ
の
政
策
に
つ
い
て
変
わ
り
な
く
言
い
続
け
て
い
く
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

七

一
〜
六
に
関
連
し
、
国
旗
・
国
歌
が
我
が
国
の
長
い
歴
史
と
文
化
・
伝
統
に
育
ま
れ
た
象
徴
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
に
日

本
人
と
し
て
の
自
覚
と
矜
持
を
抱
い
て
も
ら
え
る
教
育
の
確
立
が
最
も
重
要
と
考
え
る
が
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


